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労務 ROAD 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 
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昨年より、年越しの際には近

くの寺院に除夜の鐘を鳴らし

に行く事を続けており、今年

も行ってきました。 

落ち着いた雰囲気の中、除夜

の鐘を聴きながら年を越すこ

とで、心新たに「今年も頑張

ろう」という気持ちになれる

ため、非常におすすめです。 

(窪中) 
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前号に引き続き、令和８年に施行される法改正等についての特集です。 

今回は令和８年１月に改正される「下請代金支払遅延等防止法（取適法に改称）」に

ついてお届けします。 

その他細かな改正については、以下の HP をご参照ください 
 

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律 

下請代金支払遅延等防止法 

（通称「下請法」） 
 

製造委託等に係る中小受託事業者に対する 

代金の支払いの遅延等の防止に関する法律 

（通称「取適法」） 

下請代金  製造委託等代金 

親事業者  委託事業者 

下請事業者  中小受託事業者 

 

 

 ① 協議に応じない一方的な価格決定の禁止 

委託事業者は、中小受託事業者から価格協議を求められたにもかかわらず、協議に

応じなかったり、必要な説明を怠ったりして価格を決定してはなりません。 

違反事例１)：委託側が価格協議の要請を無視・拒否回答を延期するなどして協議に

応じなかった。 

違反事例２)：委託側が代金の引き下げを要請し、受託側が説明を求めたにも関わら

ず、具体的な理由や根拠を示さずに代金を引き下げた。 

 

 

 

・地域別最低賃金の改定 
（福島、徳島、熊本、大分） 
 
・年末調整 
 
・賞与支払届の提出（賞与 

支払日から 5 日以内） 

法律の名称、用語変更 

 

【参考】取適法特設ページ | 公正取引委員会 

    中小受託取引適正化法ガイドブック 

 

② 手形払等の禁止 

手形払い、電子記録債権、一括決済方式など、支払期日までに代金相当額の金銭を

得ることが困難な支払方法は、支払遅延として禁止されます。 

違反事例１）：納入品の検収に時間を要し、納入後 60 日を超えて代金を支払った。 

違反事例２）：委託側が銀行口座へ代金を振り込む際、振込手数料を代金から差し

引いて受託側負担とした。 

 

 
③ 適用基準への従業員基準の追加 

資本金の基準に該当しない場合にも従業員数の基準に該当する場合は、適用対象と

されます。 

製造委託などの場合：委託側は 300 人超／受託側は 300 人以下（個人を含む） 

役務提供委託などの場合：委託側は 100 人超／受託側は 100 人以下（個人を含む） 

 
④ 対象取引への特定運送委託の追加 

製造・販売等の目的物の引渡しに必要な運送を委託する「特定運送委託」が対象取

引に追加されます。 

事例：製造した製品の運送を、取引の相手方（相手方が指定する者を含む）に運送す

る行為を他の事業者に委託する。 

 ⑤ 面的執行の強化 

事業所管省庁による指導・助言や、違反情報の共有が強化されます。 

主な改正内容 

 

 

▮令和８年に施行される法改正等について② 
～ 下請法（取適法に改称）～ 

 ～ 

https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf

